
技能者の育成に対する助成制度について

厚生労働省では、技：者を育成する事業主の方々に対して以下の助成 ・ 支援
の仕組みを設けていま ので、積極的な活用をご検討ください。

※助成金の申請に必要な事業内 職業訓練計画の作成方法及び職業能力開発推進者の選任に
ついては、各都道府県の「職業能力開発サ ー ビスセンタ ー」にご相談ください 。

こ匹技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する仕 組みをつくる場合
屈（キャリア形成促進助成金·制度導入コ ー ス「技能検定合格報奨金制度」 ）

従業員に技能検定を受検させる計画を作成し技能検定の合格者に報奨金を支給する事業
主は、制度を導入し、かつ、雇用する被保険者数に応じた人数の合格者に報奨金を支給し
た際に助成金を受給できます。

（中小企業の場合50万円） 丘
噛：従業員に対し、自社内・外で訓練を行う場合（キャリア形成促進助成金）

中小企業が自社内 ・ 外で一定の要件を満たす訓練を行う際 、訓練経費及び賃金の一部等が
助成されます。※中小企業以外でも対象とな る場合があります。
く主な助成メニュ ー ＞
①企業内OJT (仕事を行い ながらの訓練）と教育訓練機関における

Off-JT (仕事を離れて行う訓練）を組み合わせた訓練【雇用型訓練コ ース】
②雇用契約後5年以内で35歳未満の若年労働者に対する訓練や、

熟練技能者の指導力強化 ・ 技能承継のための訓練、認定職業訓練など、
対象者 ・ 内容について要件を満たした訓練【重点訓練コ ース】

③雇用型訓練コ ース、重点訓練コ ース以外の訓練【一般型訓練コ ース】
OffーJT実施時賃金助成額 経費助成率

OJT実施助成額
(1人1時間当たり） (1人1時間当たり）

① 800円 2/3または1/2 700円

② 800円 2/3または1/2 一

③ 400円 1/3

ゞ I� 従業員に対し、優れ た技能者 から実技指導をして欲し い場合
屈 （ものづくりマイスタ ー 制度）
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若年技能者への技能向上のために、ものづくりに関 して優れた技能 ・ 経験を有する
「ものづくりマイスタ ー 」による実技指導を受けることができます。
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詳しくは「都道府県技能振興コ ー ナ ー」にご相談ください 0 tfl 
厚生労働省HPのURL:

・ キャリア形成促進助成金
htt : www.mhlw. o. stf seisakunitsuite bun a ko ou roudou ko ou k ufukin d01-1.html

• ものづくりマイスタ ー制度
http:/ /www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/monozukuri master/

〇厚生労働省




